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国家 と宗教にかんする一考察 (Ⅱ)

- ス コー タイに お け る大 寺 派 上 座 部 仏 教 の受 容 を め ぐる諸 問題 -

石 井 米 雄*

Therav孟daBuddhism in SukhothaiInscriptions

by

YoneolsHII

A traditionoftheroyalThaipatronageoftheBuddhistSanghaseemstohave

alreadyexistedinSukhothaiwhereextantinscriptionsshow evidencesofthefirst

in且ux ofTherav云daBuddhism from Ceyloninthemiddleof13thcentury. The

Buddhistchurchwhich,sincethen,enjoyed monarchicalsupportand protection

couldlongremain`̀unblemished",continuingtoattractpopularbelieftoward`̀the

丘eldofmerit"andthuscontributingtotheintegrationofThaisociety.

Sukhothaiinscriptionsalsoindicateacertaindegreeofhierarchicalorganiza-

tion ofthe Sangha ofncesofwhich werefilledbyroyalsanction,ifnotdirect

appointment. Onewillsee hereanotherexample ofecclesiastical"autonomy"

allowedtosurviveonlywithinthecadreoflaygovernment'scontrol.

ま え が き

原始仏教では,出家修行者が国王に近づ くことを戒律をもって禁止 していたが,それは国王

との接触によって,出家老教団-の俗権の干渉を招 くことを恐れての措置であった とい う｡ 釈

尊は国王をへびにた とえて,王を怒 らせぬように して己れの生命を守れ と教えたが,それはま

た,仏教教団の国家権力に対する態度でもあった｡ 仏教教団は,国王 と無用のあつれ きを起 こ

す ことを好 まず,もしその干渉を避けきれない ときには,む しろそれに服従することによって

難を避けることをえらんだのであった｡ こうした釈尊の方針は,世俗的な問題に煩わ されず,

各 自の人格完成に努力することが修行者の道であるという考えを反映 したものであったであろ

う｡1)しかしマ ヒソダの布教によってセイロンに伝えられ, その後東南アジアの各地に弘通 し

たいわゆる ｢南方上座部仏教｣のように,国王の帰依を契機 として仏教が受容 され, これに民
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1)中村 (1959)pp.122-128.
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衆がならうとい う形で全体社会の仏教化がおこり,仏教がいわば国教化 された場合には,国王

ないし国家 とのあつれ きは,経済的に自立できず在俗者の物質的援助を前提 とする出家者教団

に とって,その存在の根本にかかわる問題であった｡仏教教団の選んだ道は,多 くの場合,国

王に従属することによって教団の形式的な超俗性を守 ることであった｡ このような仏教の存在

形式を ｢国家仏教｣ と名付けるならば, ｢国家仏教｣にはつぎのふたつの顕著な特徴をみとめ

ることができる｡ 第一は,仏教教団に対する国王ないし国家の統制である｡ 古 くはアショーカ

王が,教団の内部で紛争を起 こしサンガの和合を乱 した ビク,ビクニを教団から放逐せしめた

ことなどが挙げられ よう02)第二は, こうした王権による統制を前提 としての, 教団に対する

援助であり保護である｡ 出家老は, ｢偉大なるウパーサカ｣である国王の支持の中に,教団の

もっ とも強固な存在 と発展の基盤を見出したのであった｡

筆者は,さきに,｢三印法典｣等の一次史料を用いて,タイ国のラタナコ-シソ王朝 (1782-)

初期における国家 と仏教教団 との関係について予備的考察を行なったが3), 本稿においてほ,

もっぱ ら刻文史料に別 して,タイ国最古のスコータイ王朝における上座部仏教の受容 とその後

の発展をめ ぐる諸問題を考察 しつつ,タイ国における国家仏教の性格を明らかに したい と思 う｡

Ⅰ スコータイにおける仏教受容の背景

今 日,イン ドシナ半島の中央部を占拠 して,そ こに民族国家を営むタイ族が,北方の雲貴高

原か ら南下移動 した経緯についてはなお不明の点が多い｡ しかし,北緯 7度から26度,東経94

度か ら110度 とい う広大な地域に展開するタイ諸族の基本的居住形態が,いずれも河谷平野に

住み,稲作を行な う定住民であることを考えるならば4), その移動の態様は,遊牧民のそれの

ような急激かつ大規模に行なわれるものではな く, ｢旧村を棄てて新村をつ くり,新村か ら子

料, 枝村をのは して徐 々に浸透｣5)するとい う緩慢かつ持続的な過程であった と思われ る｡ し

たがって, タイ国の中央大平原に達 したタイ族 (シャム族)6)の活動が, 刻文史料によって明

らかになる13世紀後半に至 るまでには,かな りの長期にわたる前史を想定する必要があろう｡

タイ族が,史上初の国家形成を行なった ヨム河,ナン河中流域は,先進イン ド系諸文化圏の

接点に位 していた｡ これは この地域が,南方,北方および西方の諸国 と,陸路あるいは水路に

よる交通が容易 とい う地理的条件を備えていたことと関係 しよう｡ ヨム,ナン両河は,ピソ河

と比べると水量 も多 く,乾季にも船舶の航行が可能であった｡ この両河川を通ってスコー タイ

2)Ibid.,p.243.
3)石井 (1970).

4)LeBar(1964).
5)岩田 (1971),p.188.
6)以下タイ族とはシャム族をさす｡
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周辺の諸国 (m也ng),タイ史上にい う ｢北方諸国｣(mdangnもa)におよんだ南方の文化に

はクメールがあり,ナコソシータマラー トを中継地 とするセイロンの文化があった｡16世紀の

史書 ｢ジナカ-ラマー リー｣には,13世紀の半ば,ナコソシ-タマラー トに赴いた ローチャ王

がナン河を利用 したことが特記されている｡7) スコ-タイからはば真西に向か う街道は, タ-

ク,メ-ソ- トを経 てマークバン方向-延び,モソ文化の中心下 ビルマと接 し,さらにここを

中継地 としてセイロンを中部 タイと結んでいた｡ラーマカム-ソグ王が王子時代に騎象戦を行

なったことが第一碑文に見えている クソ ･サームチョンの領国 ムアング ･チョ～ ト (Mぬng

Chot)紘,この街道上のメ-ソ- トに比定 されてお り8),また リタイ王がセイロン人の大長老

を迎えたムアング ･パン(M屯angPhan)もこの街道上に存在 した下 ビルマの-邑であった と

考えられる09) パガンのビルマ文化は, シャン高原を東行 したのち南進 してピン河上流のチェ

ンマイ盆地に至 り,さらに南下 してヨム,ナン河流域に達するという後世 ビルマ軍が用いたア

ユタヤ遠征路を経てもたらされたものであろう｡ これはまた- リブソジャヤのモーソ族 とスコ

-タイとの交通路でもあった｡こうした通路を経て,近隣の諸文化がスコータイに伝えられた

ものと思われるが,その結果,仏教建築を例にとるならば,スコータイの町では, ｢セイロン

の起原である象が支えるス トウパほ,クメール様式の笥形の塔の隣にあるし,ビルマの影響で

ある鐘形のス トウパの内部に どっしりした寺院 とも並んでいる｣10)という状況を現出するにい

たったのである｡セデスの注 目したスコータイ独自の複合美は,かかる複合的文化受容を背景

として生み出されたのであった｡11)

ワッ ト･プラパーイ ･ルアングにのこる純粋な12世紀 クメール様式の三基の石塔は,スコー

タイ最古の 遺構であると同時に, この地方におよんだ クメ-ル人支配の 物的証拠 とされてい

る｡12)第 2碑文の記述によれば,スコータイ地方はアンコール王朝から差遣 されたクメール人

太守の統治下にあった｡ すでに長期にわたって緩慢な南下を続けていたタイ族は, ヨム河,ナ

ン河,ピソ河の中流部,パサック河の上流部などの河谷平野に,水田稲作を基盤 とする部族国

家を形成 していたものと考えられる｡ ヨム河中流域の扇状地のように比較的広大な可耕地に恵

まれた地方では, さらに高次の農業生産力を背景に, ｢ムアング｣(m苗ang)と呼ばれる土侯

国が形成 されるに至っていた.スコ-タイ王国 とは,このように成立 したムアングのうち,有

力なふたつのムアングの連合軍が,スコータイのクメール人太守を攻撃 しクメール王朝の宗主

権を打破することによって成立 したタイ族の国家である｡前出の第 2碑文によれば,クメ-ル

7)Jayawickrama(1968),p.121.

8)CoedとS(1924),p.44n.
9)Ibid.,'p.48n.

10)CoedとS(1962),pp.134-135:邦訳,p.169.

ll)loc.cit.
12)Ibid.,p.120.
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の王女を妻 とし, アンコ-ルの王か ら称号 と宝剣 とを与えられて ムアング ･ラー ト (Mdang

Rat)を治めていた パー ･ムアングは,ムアング ･バーンヤングの土侯バーン ･クランブター

オ と結んで挙兵 し,ス コータイを攻撃 してクメ-ル人太守を敗走 させた｡パ- ･ムアン/グほ,

アンコ-ル の王か ら受けていた 自らの称号を盟友 バーン ･クラングタ-オ に献げ, かれをス

コータイの王 として推挙 した｡ これがスコ-タイ王朝の創業史である｡13,刻文上の証拠を欠 く

が,セデスは この事件の発生を1220年 ごろ としている｡14)

スコ-タイ王朝は,第 3代の王 ラーマカム-ングの とき最盛其引こ達 し,その勢力は北はルア

ンダ ･プラバ ンから南はナコソシータマラー トまで,東はヴィエソチャンから西はペグーにお

よここ(I/4/16-27)15), また1292年以降,元にも入貢 したが16', 王の死後その勢力は急激にお

とろえた｡ 王の孫 リタイ王 タンマラーチャ- 1世 (1347-1368)17)は, スコータイ, ピサ ヌロ

ーク地方をの こすのみ となっていたその版図を,北は ウッタラディヅ トから南はナコソサ ワン

まで,西は ピン河から東はパサック河にいた る範囲に まで回復 した〔15)しか しなが ら,1350年

アニタヤに ロッブ リ･スパ ンブ 1)合併政権が成立す ると,ス,iソブ リ系の詣王は ｢北方諸国｣

の軍事的制圧策を とり, しきi)にス コータイを攻撃 し, 1)タイ王の予て-ータンマラーチャ-

2世は1378年,アユタJ工事の攻撃に属 し,アユタヤ王朝に対 し臣従 を誓い,ス コータイはアユ

タヤの属国 となった｡

アユタヤ服属期におけ るスコータイ とアユタヤ との関係は,アユタヤ政権の複合的性格を反

妖 Lて,時 とともに微妙 な変化を見せ る｡19)すなわ ち,王朝の始祖 ラーマーティボディ系の王

紘, クメールの勢力圏であった東方経略重視策を とったため,スコータイを中心 とする ｢北方

諸 国｣には もっぱ ら宥和策をもって臨んだ｡ このためスコータイは,アユタヤの宗主権に反抗

は しなかった ものの, 1393年,ナンとの間に相互援助協定 を締結 した り (第45碑文)20', 1400

午,ナ コソサ ワンを占領 して一種の独立宣言を行 なった り (第46碑文)21), 1401年, ランナー

タイの王位継承に干渉 した り22)するな ど, 自主的な行動が顕著にあらわれ るようになる｡ これ

に対 して,スパンブ リ系の諸王は,タイ族 内における主導権の確保を重視 したためか,ス コー

13)Coed占S(1921),pp.1-ll.

14)CoedとS(1964),p.357.
15)刻文の引用はすべて ｢タイ国刻文集成｣(引用文献参照)第 1巻～第4巻の登録番号にしたがう｡ロー

マ数字は登録番号を, つぎのアラビヤ数字はそれが第何面または第何片にあるかを示すものとし,(片
面のみの場合は0とした)最後の数字をもって行数をあらわしたC(刺)I′′4 16-27:第 1碑文,第4
両,第16-2T行｡

16)′杉本 (1959),p.9.

17)三の在位期間は,Prasert(1966)に従 う｡

18)Zbid.,p.44.

19)Wolters(1966),p.67.
20)Griswold& Prasert(1968),pp.216ff.

21)Ibid.,p.228.

22)1bid.,pp.228ff.
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タイに対してほもっぱら宗主権の強化につとめた｡ 第38,第49碑文において,スコータイがア

ユタヤの一部 としてとりあっかわれていること23),1419年,タンマラ-チャー3世の死後,ス

コータイの王位継承をめ ぐる紛争が発生 した際,アユタヤ王が自らナコソサワンに赴いてスコ

-タイ王の後継者を定めたことなど24)はこうしたアユタヤの政策のあらわれ とみられよう｡

スコータイのアユタヤ服属時代は,1438年,マ-ータンマラーチャー4世の死をもって終わ

り,それ以後はアユタヤに併合されてその直接統治下に入る｡か くしてスコータイ王国は,政

治的統一を失い,歴史上からその姿を没する｡

Ⅱ スコータイにおけるランカーオンの成立

セイロンの仏教は, 3世紀後半以来約1000年にわたって,大乗思想を受容した進歩的なアバ

ヤギ リグィ-ーラと, これを拒否 して上座部の伝統を堅持 したマ-ーヴィ-ーラ (大寺沢) と

の間に対立抗争が くり返 された｡ パラッカマバー71世 (1153-86)は,大寺派を正統派 と定

めて教界の統一をはか り,破戒僧を放逐 してサンガを浄化 し,パー リ聖典の結集を行なうなど

仏教の興隆につ とめ25),セイロン史上中興の英主 として知られている｡同王治下のセイロンに

おける上座部仏教の隆盛は,東南アジアの各地にも伝えられ,正法を求めてセイロン-渡る求

法僧が相次いだ｡ビルマの伝承によれば,1171年,ウッタラジーヴ丁大長老にしたがってセイ

ロンへ渡ったサーマネ-ラ ･チャパタは,大寺において受具し,10年間上座部教学を修めたの

ち,大寺派の僧 4人を伴ってパガンに帰 り,そこにシー-ラ ･サンガを設立した｡26) チャバク

とともにパガンに渡った僧の一人ア-ナンダの弟子サー リブッタは,生国の下 ビルマに赴いて

ダラに定住 し,モーソ人の間に大寺沢の伝統をったえたという｡27)

こうしたセイロン大寺派系の上座部仏教がタイに伝えられたのは,12世紀末から13世紀初頭

にかけてといい28),あるいは1218年 といい29),あるいは13世紀中葉 ともいわれるが30)いずれも

推定であって確証はない｡上座部仏教の初伝については,(1)伝来の経路 と,(2)伝来の時期

の二点について考察する必要がある｡ 伝来の経路を示すもっとも確実な史料のうち現存する最

古のものは,第 1碑文のつぎの 1節である｡

｢スコータイの西方に,アラン(ヤ)ニク(守)がある｡ラーマカム-ソグ王は (,この寺を)建

立 して, サンカラ- I (sangkhar豆t/sanghar豆ja)なる大長老に寄進 した｡(この大長老は)

23)Zbid.,pp.220,232.

24)Zbid.,p.241.

25)早島 (1968),pp.174-180.

26)生野 (1968),p.144;Taw (1925),pp.6-ll.

27)Bode(1966),pp.31fE.

28)LeMay(1962),p.115.
29)CoedとS(1962),p.115.

30)Damrong(1926),p.98.
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三蔵の奥義をきわめその秀いでた学殖は この国の高僧において並ぶ者がない｡(この大長老は)

シータマラー ト (-ナコソシ-タマラ- ト)から来たのである｣(Ⅰ/2/28-31)

その境内の中心に ｢プラアック- ロッ ト｣(phra-atth豆rot-高 さ18(?)の立像)があると

い う碑文の記載 (Ⅰ/2/32)から, ｢アラン(ヤ)-ク(二寺)｣は, 旧スコ-タイ城壁の西方のサパ

ンヒソ丘上の遠地に比定 されている(31'

上に引用 した第 1碑文によって,ラ-マカム-ソグ王の治世下のスコータイに,ナコソシー

タマラー トから 上座部仏教の 伝来があった ことは ほぼ確実 と思われ るが, 大長老のスコータ

イ到着の時期については この史料には 示 されていない｡ ところで, 第 1碑文には辰年1214年

(1292),亥年1207年 (1285), 未年1205年 (1283) とい う三つの年代が見えている｡ この内辰

年1214年すなわち1292年 A.D.は, ラーマカム-ング王が ｢石工に命 じて台座を造 らしめ,

(14年前 ラーマカム-ング王が植えた) しゅろの木の問に これを据え付け｣ (Ⅰ/3/10-13)させ

た年である｡ 第 1碑文は, おそら くは この行事を記念 して製作 されたものであって, 1292年

紘, この碑文の末尾にある16行半の後世付加部分をのぞ く第 1碑文の主部の成立年代 と考えら

れている｡32) っ ぎにラーマカム-ソグ王の登位の時期については,セデスは断定を避けている

が,いま前述の ｢しゅろの木の植樹｣の年をもって即位の年 とするタイ人学者の所説に したが

うならば33),1292年か ら13年を減 じて得 られ る1279年が, これに相当することになる｡ したが

ってラ-マカム-ング王が, ナコソシ-タマラー トから大長老を 招いた時期は, 1279年から

1292年の間 とい うことになる｡

つ ぎに,ナコソシータマラー ト自体にセイロンから上座部の伝えられた時期について考えて

みたい｡ この地にセイロン系上座部仏教が行なわれた ことについては,ナコソシ-クマラ- I

県ナコソシ-クマラ- 下郡ナイムアング村に現存する大仏塔 ｢プラマ--クー ト｣にもとづい

て確認す ることがで きる｡ この仏塔は,正方形の基壇上に覆鉢型の大塔を配 したもので,塔の

様式 といい,基壇の側壁から突 き出して並べ られた22の象頭 といい,あきらかなセイロンの影響

を示 している｡ この ｢プラマノ､-クー ト｣について重要な点は,その仏塔が内部に全 く別様式

の仏舎利塔を包蔵 していることである｡ (新 しく仏塔を建立する際に,既存の仏塔を破壊せず,

それを包みか くす形でより大型の仏塔を建てるとい う事例は,中部 タイのナコンパ トムにある

｢プラバ トムチェディ｣にも見 られ る｡)｢プラマ-ークー ト｣に内包 されている仏舎利塔は,

シュ t)ヴィジャヤ様式の特徴を示 してお り,大乗仏教建築 と推定 され るゥ34) このような ｢二重

建築物｣が存在することは,それ まで優勢であったシュ リグィジャヤ系の大乗仏教が衰微 し,

3D Tri(1954),pp.83-86.
32)CoedとS(1924),pp.37ff.
33)Tri(1964),p.176;Prasert(1966),p.50.
34)Tri(1962),pp.35-37.
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あらたにセイロン系の上座部仏教が興隆 した ことを物語っている｡ ナコソシータマラー トにお

ける支配的宗教交替の時期に関 しては,セデスが第24碑文について行なった解釈がひ とつのて

がか りを与えて くれ る035)第24碑文 とは,スラー トタ-ニー県チャイヤ郡所在の ワッ ト ホア

ウイエソで発見 された サ ンスクリッ ト語碑文であって, Kaliyuga4332年, すなわち1230年

A.D.の 日付をもち,蓮華王家に属するターンブラ リンガの王に してチャン ドラバーヌとい ラ

名をもつシュ リ･ダルマラージャ王に対する頭辞をその内容 としている｡ セデスは この王を,

｢大更｣LXXXIII,36-48および LXXXVIII,62-75に見える ｢ジャーヴァカの王チャン ド

ラバーヌ｣に･比定 し,かつ 1)ゴール (-ナコソシータマラー ト)の王であると考える｡ ｢大史｣

によれば, この王は1250年 ごろ とその数年後の 2回にわたって,パラッカマバー72世 (1236

-71)治下のセイロンを攻撃 し, 2回 とも撃退 された とある｡ セデスはさらに この王を,チェ

ンマイの僧 ラタナパンヤーの著わ したパー リ語の史書 ｢ジナカーラマー リー｣LXXXVIIに見

える ｢シ リダンマナガラの王｣ ｢シ リダソマラ-ジャ｣に比定する｡ ｢ジナカ-ラマー リ-｣

によれば, この王は,仏滅後1800年,小暦618年 (-1256/57A.D.) スコ-タイの ロ-チャ王

とともにランカー島 (セイロン) に侯を派 して ｢シー/､ラ仏｣(タイ語の ｢ブラシ ヒソ｣) を求

めた と記 されている｡ いまもし ｢大史｣の記事 と ｢ジナカーラマ- リ-｣のそれ とが,同一の

事件を さすのであるとするならは,なに故に一方がそれを侵略 として記述 し,他方が平和使節

の派遣 としているのであろうか｡ この矛盾について, セデスは つ ぎのような 解釈を下 してい

る｡ すなわち,第24碑文の言語がサンスク リッ ト語であるとい うことは, リゴール王の奉 じた

仏教が,パー リ語を聖典用語 とす るセイロン上座部仏教 とは異なった伝承に属するものであっ

た ことの証左であるが, リゴールの使節 と, これを接受 したセイロソ人 との こうした信仰の相

違が原因 となってなんらかの宗教上の紛争が発生 し,それが武力衝突にまで発展 したのであろ

ラ, と｡ この推論に誤 りがなければ, 1256/57年におけるナコソシ-クマラ- Tlの支配的宗教

はす くな くともセイロン上座部仏教ではなかった としなければならない｡そしてナコソシータ

マラー トにおいて支配的宗教の交替が起 こったのは この時以後のある時代で,1279-92年 より

以前 とい う推測がな り立つ ことになる｡

スコータイに伝えられたセイロン上座部仏教のもうひ とつの伝播経路は下 ビルマを経由する

ものであって,1361年, この経路に よってセイロン人の大長老がスコータイに招かれた ことが

第 4･5･6碑文に よって明らかにされている｡ この 3基の碑文はそれぞれ クメール語,タイ

語およびパー リ語で記載 されてお り,いずれ もほ とんど同一の内容をもっている｡ 該当部分を

第 5碑文 (タイ語)によって引用 してみ よう｡

｢(プラヤ- ･ス-ラヤボング ･ラーママ--タンマラ-チャ-ティラ- ト王は)シ-サツチャ

35)Coed主S(1961),pp.25fE.
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ナーライ ･スコータイに王 となって22年,丑年1283年, (学者を派 して)持戒にす ぐれ三蔵に

通暁せるマ--サー ミ一 ･サ ンカラ- ト･･--いに しえのアラ/､ソのごとく戒を守 ること嬉なる

テンカー島に住むマ-ーサー ミー--を,ナコソパンより招 き, (かれのために) このマソゴ

ー同に僧房 と畳字 とを (建立 した)っ｣(Ⅴ′′ノ2/′′20-25)

ナコソパンは, 第11碑文 (ⅩI/2/'15)にも見え, また 第 1碑文 (Ⅰ/4/25)のムアング(メ)

ンとも同じで, 上述 した ように (sltPrap.3) 下 ビルマにあ り, スコータイとマーク/ミソを

結ぶ街道上の-邑 と考えられている｡ マノ､-サ- ミ一 ･サンカラー トがスコータイへ招かれた

1361年は南方,チャオプラヤ-中流域に,アユタヤ王国が成立 して11年 目にあたる｡ スコ-タイ

が七イロンへの道を西方に求めた とい うのもこうした政治状勢の変化 と無関係ではあるまい｡

こうしたセイロンとスコータイとの交渉の存在は,セイロン系上座部仏教,タイ語でい うと

ころのランカーオンの発展に寄与するところが大 きかった と想像 され る｡

1357年陰暦 8月, リタイ王は ピン河の右岸の町 ｢ナコソチュムに,ありふれた仏舎利ではな

い,遠 くランカー (セイT=ン)島から請来 した真正の仏舎利｣(ⅠII/1/7-9)を安置 し, ｢みほ

とけがその樹下に鮭 し,魔王の軍勢を降 して覚老 とな り給 うた聖なるボダイ樹をその後方に植

えた工 (ⅠⅠⅠ/1/9-12)そ してこれを 礼拝する者は ｢ブッダ御 自身を 礼拝す るの と等 しいほど

の善果を得る｡｣(III/1/12-14)とい う碑文の記載があ り, また第 4･5･6碑文 と同じく,

マノ､-タンマラーチャー ･リタイ壬時代に帰せられている第 2碑文に, ｢あるところでは,人

人はアラン(ヤ)ニクまで出かけて行 く｡ (それは)町の外にあって,シー-ラ (セイロン)の

巨人たちが,のぼ りや旗や, ローソクや,薫香や華撃 などを飾｣(ⅠⅠ/2/82-83)っていた とあ

l二,I, さらにまたセイロンに赴いて,正法の護持に寄与す ることは, ｢大いなる善行｣(ⅠⅠ/2/81

-82/､とされていた ことから見て, ｢アラン(ヤ)ニク(守)｣を本拠 とするランカーオンは 14世

紀｢巨i｣二三においても,セイロンとの交渉を維持 し続けることによって新 しい刺激を受け,内にあ

ってにスコータイ諸壬の帰依 と保護によって繁栄を続けたもの と思われ る｡

Ⅲ スコータイにおけるランカーオンの弘過

上1,璃 三仏教の特徴のひとつは, ｢サンガ中心主義｣である｡定義上は, ｢サンガ｣ もまた,

｢ー仏ー_, ｢法｣ とともに, ｢三宝｣の-構成要素であるにす ぎないが,｢仏宝｣ も ｢法宝｣も ｢僧

宝ーである ｢サ ンガ｣によって実現 され, ｢サンガ｣を通 して師資相承 され るのであるから,

勘度 としての側 面から上座部仏教を とり上げる場合には, ｢サンガ｣の考察が一義的重要性を

もつ｡けだ し, ｢サンガ｣が滅亡すれば上座部仏教 もまた消滅せざるを得ないからである｡ こ

の ことは伝承の中絶 した ｢ビクニ ･サンガ｣の現状に徴 して明らかであろう｡

上虹部仏教の第二の特=散は,上に述べた ところの ｢サ ンガ｣が,す ぐれて ｢超俗的｣ である

9



東南アジア研究 9巻 1号

ことである｡ ｢サンガ｣の成員は ｢家を出た者｣(pabbajita)であ り,かれの全存在は, ｢家

に在 る者｣(gharav豆sa)36)の態度に依存 している｡ 上座部仏教において ｢出家者｣ とは,本

莱, ｢乞 う老｣(bhikkhu)としてある｡

第三の特徴は, ｢出家者｣の団体である ｢サンガ｣が, ｢福田｣ (pufifiakhetta)として位

置づけられ,非 自立的存在である ｢サンガ｣の支持行為に,宗教的価値が付与 されて,それが

｢在家者｣における実践的宗教 (practicalreligion)37)の中枢的部分をなしているとい う点で

ある｡ ｢この田に種子をまき, 施与を行な う者は多大なる善果を得る｣38)と信ずる ｢在家者｣

紘,おのれの果福を求めて, ｢サンガ｣に惜 しみなき財貨の寄進を行 なうのである｡

上座部仏教の第四の特徴は,上記の施与行為-の参加には身分的制限がもうけられていない

ことから,上は国王から,下は奴隷にいたる社会の全階層の宗教的欲求を充足 させる校構を具

備 していることである｡支配者が この点に着 目するとき,上座部仏教は,民衆を馴致 して体制

の安定的維持をほかるためのきわめて有効な手段 となる｡ いまもし,国王自身の宗教的欲求の

充足 という側面を無視 して,国家統治 とい う政治的側面からのみ ｢国王｣ と ｢サンガ｣ との関

係をとりあげるならば,つぎのような問題が指摘 され るであろう｡ すなわち, (1)｢サンガ｣

が繁栄 し, これによって仏教の盛行を見ることは社会の安定をもたらし体制の維持に寄与する

ところが大 きい｡ したがって ｢サンガ｣を支持 し, これを安定的に存続 させることは,国家的

にも有意義である. (2)一定規模以上の 成員を擁するに 至った ｢サンガ｣が存続するために

紘,個々人の信仰にもとづ く非組織的な寄与に頼るだけでは不充分である｡ この時国王ない し

国家による支持は,｢サンガ｣の安定的存在に対する最上の保証 となる｡(3)｢サンガ｣が ｢福

田｣ として,｢在家者｣の宗教的欲求を充足 し続けるためには,｢サンガ｣がその ｢超俗性｣を

失わず, ｢清浄｣でなければならない｡ もし ｢サンガ｣が自律的に自己浄化を行なう能力を欠

くときには,国王ないし国家は ｢サンガ｣に介入 して,その ｢超俗性｣を回復 させ,｢サンガ｣

が社会統合に果たす機能の維持につ とめる｡ ｢サンガ｣はこの とき,俗権の干渉を拒否 し,冒

力をもってその ｢清浄｣を保つことをせず,かえって俗権の干渉を求める傾向が見られる｡か

くして,｢サンガ｣の ｢超俗性｣ とは,｢俗権に保証 され る超俗性｣ないし ｢俗権に従属する超

俗性｣ とい う ｢奴隷の自由｣のごときもの となる｡スコ-タイのタイ族によって受容 されたラ

ンカーオンもまた上座部仏教のこうした特徴を示 している｡ 以下に,刻文の内容に則 しつつ,

ランカーオン弘通の状況を具体的に検討 してい こう｡

第 1碑文は ｢スコータイの人々は,慈悲深 く,持戒を尊び,施与を行なう｡ スコータイの王

ラーマカム-ソグをはじめ として,すべての者は,王子 も王女も,男も女も身分の上下を問わ

36) ｢家居｣を意味するこのパーリ語は,タイ語では ｢在家老｣を指す｡
37)Leach(1968),p.1.

38)石井 (1970),p.453.
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ず, おしなべて仏教を信奉 している｡｣(Ⅰ/2/′8-12)と述べて, 上座部仏教が支配階級の独 占

でな く, タイ族社会のすべての階層によって信奉 されていた ことを強調する｡ ｢雨期の定住に

入ると,人 々は こぞって持戒にはげみ,雨安居が明ければ カチナ衣裁断の儀式が一 カ月の問続

く｡ カチナ衣裁断の式には,子安貝の山,果物の山,供花の山,座具,寝具が施入される｡ カ

チナの供物は,毎年 200万 ビアにも達する｡ カチナの儀式の白の詞唱を聴 こうと,人 々は町は

ずれのアラン(ヤ)-ク(寺) まで出かける｡ アラン(ヤ)-クから町にもどる人 々は, 野のはず

れ まで行列 して, さまざまな楽器の音,人 々の歌いさざめ く声で (に ぎわ う?)｡ たわむれた

い者はたわむれ,笑いたい者は笑い,喜び歌いたい者は歌 う｡ スコータイの町には四カ所の城

門がある｡ 人 々は王が ローソクに点火 し,花火をあげるのを一 目見 ようと,先を争って城内に

なだれ こむ｡ スコ-タイの町はわれんばか りの賑わいである｡｣ (I/2/8-20) 上座部仏教徒に

とって,国王 とは ｢偉大なるウパーサ カ｣39)であ り, すすんで出家老を敬い, しば しばサ ンガ

に施与を行 なって,在家者に仏法讃仰の範を示す ものであった｡た とえば, ラー÷ヵム-ソグ

王は, ｢新月,満月の (仏) 日には,自象ルチャシーの頭や背を美 しくよそおい,左右の きば

を黄金をもって飾 らせ, これをお召 しになってアラン(ヤ)ニクのプラ (?)を参詣｣ (I/3/19-

22)して, ランカーオンを尊ぶべ きことを教えた｡ また孫の リタイ王は,ナコソパンより招い

たセイロンの大長老のために僧房 と堂字を建てて これを寄進 し,｢雨期の定住が終わると,(王

紘)大規模な施与を行なった｡ そ して,スコータイの町の中央,仏舎利塔の東側にある仏像を

摸 した青銅の仏像を開眼 し, 100日間にわたって説法を聴聞 した｡ そののち, 金 10,000, 鍾

10,000,子安貝10,000,000, きんま10,000,000, 三衣 400組, 鉄鉢 400個,座具 400枚, 寝

具 400組.･･････を施入｣ (Ⅴ/3/8-17)して施与の範を示 し, これにならう信徒の献げた供物の

数は, ｢数え切れぬ｣(Ⅴ/3/17-19)ほ どであった とい うO こうした王室に よる仏教崇拝の事

例は,刻文の各所に散見 されるが,つ ぎの史料はサ ンガの経済的基盤の実体を示唆するもの と

して とくに注 目され る｡ これは1958年,スコ-タイ城壁の東南端の南方にの こる遠地 ｢ア ソ-

カーラ-マ｣(Asok豆r云ma)で発見 された第93碑文であって, 1)タイ王の女で,異母兄のマ-

-タンマラーチャ-の妃 となった ソムデッ ド･プララーチャテ-ウィ ･シ-チュラ-ラクサナ

･アッカララ-チヤヤ--シ- ･ティp-カラタナ太后が亡夫の菩提を弔 うために建立 した と

推定 される ｢ア ソーカーラーマ｣の由来をパ- 1)語 およびタイ語で録 した ものである｡

その内容は まず,小暦 761年卯年 (1399A.D.)バッグナ月自分第 7日に,太后がアソーカ

ーラーマに一基の仏舎利塔を建立 し, これにセイ ロン請来の二粒の仏舎利を奉納 した ことなど

を述べたあとで次のように記 している｡

｢それから太后は, ナイ ･チユング ･シーチャンを 監督者 とする50家族の平民を寺戸 (ka-

39)この語は碑文には現われていないが,ⅩLIX′′′0:23に太后を ｢マ-一･ウパ-シカ-｣と呼ぶ例がある｡
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ppik豆ra-phay豆b豆n)として施入 した｡太后はまた毎年,年初に牛車20台分の米---2億 ビア

の価値ある土地を寺領地 として施入 した｡ 太后は, 500万 ビアをもって園地を購い,毎 日50人

分の托鉢を満たすための副食供給用 とした｡｣(ⅩCIII/1/16-21)

｢(太后は) アソーカーラーマを建立 しただけでな く, ワナラタナ長老のためにタクシナー

ラ-マ (Thaksin豆r豆ma)を建て,年間 (?)牛車10台の米を収穫できる100ライの土地 と,

10家族のプライを寺戸 として施入 した,｣(ⅩCIII/1/27-30)

ここに引用 した碑文の記載からあきらかなように,王室は,王室が建立寄進 した寺院につい

ては, これに田地や園地を施入 し,寺戸を して耕作せ しめることによって寺院に止住する出家

老の生活維持をほかったのである｡ 寺戸 として寺院に隷属せ しめられた者は,アソ-カーラー

マの例では ｢平民｣(phdkhon), タクシナ-ラーマの場合は ｢プライ｣ とあって,いずれも

｢奴隷｣(kh豆,thえー)でないことは,14世紀末のスコータイにおいては,いまだ制度 としての

奴隷が存在 しなかったためか,あるいはそのはかの理由によるものかは不明である｡ ここでは

アユタヤ朝において寺院奴隷をあらわす ｢カー ･プラ｣ (khaphra) ないし ｢ヨ-ム ･ソン

グ｣(y6m song)とい う語は用いられておらず, 第 1の例では ｢カッピカーラ ･パヤーバー

ン｣が,第 2の例では ｢パヤ-バーン ･ワッ ト｣(phay豆b豆nwat)が用いられ,｢僧の用を足

す老｣ と注記 されている｡ これが ｢特定の寺院に絶対的に隷属 して,その使役に服 し,また寺

館地の耕作を行なって,寺院に所属する僧侶の食糧を生産するため,国王によって寺院に寄進

され るところの一群の男女｣を意味するアユタヤの ｢寺奴婦｣ とどの点で相違するかについて

はさらに検討が必要であろ う｡40) しかしいずれにせよ, 1399年において, 王室によって寺領

地 と,これを耕作する労働者 とが寺院に施入 されていた という事実は,非生産的なサンガが,

その ｢超俗性｣を犠牲 とすることなしに,安んじてその成員の生活を維持できたサンガの経済

的基盤を具体的に示 して興味深い｡

出家者の団体である ｢サンガ｣を核 として構成される世界を ｢仏教的秩序｣(phutthachak)

とい う｡ ｢仏教的秩序｣は, ｢世俗的秩序｣(r云tcha一豆n豆chak)の中に包摂 されながら,しか

もつねにそれ自身の秩序を主張することによって ｢世俗的秩序｣ との間に緊張を持続する｡そ

の緊張をつ くり出す力は, ｢サンガ｣にあっては ｢持戒｣による ｢清浄性｣の維持であり,荏

家にあってはサンガの ｢超俗性｣の尊重である｡ 国王が自ら出家 してサンガの秩序に服すると

き,かれは, ｢仏教的秩序｣ と ｢世俗的秩序｣ との関係のあるべき姿を人民に示 しているので

ある｡ スコ-タイ王朝においてほ, リタイ王 タンマラ-チャ-1世がそれであった｡小暦1283

年丑年 (1361), ナコソパンからセイロンの大僧正を招 き, 僧正が雨期の定住をそ こでお くる

ために僧房 と堂字を建立 した リタイ王は, ｢雨安居が明けた水曜 日,タイ語でいえばルアソグ

40)石井 (1970),p.449.
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･パオの年 (-丑年),星宿は金帆船,時は夕刻,ブッダがねはんに入られた年 より数えて (王

の)出家の時まで1905年,･--日を以って数えれば入滅の日より出家の日まで69万5601日,プ

ラヤ- ･シ-スーラヤボンダ ･ラーマ ･マ--タンマラーチャ-ティラー ト･････は,宮殿の上

手におおす仏像の前において,修行者 として,十戒を守る決意をされた｡ それからマ-～サー

ミ一 ･サンカラー トをはじめ,もろもろの長老 ･比丘たちを招 き,玉座に上って-････サーマネ

ーラとして得度を受けた｣(Ⅴ/3/22-37)のである｡

リタイ王の出家については,これを ｢疑いもな く,ほかならぬ法王 として教会を指導すると

ともに,またこの教会を通 して臣民を指導するためであった｣41 )とする意見があるが, この見

解の前段については同意しがたい｡なぜならば, ｢世俗的秩序｣を去って ｢仏教的秩序｣に入

った リタイ王の身分は,サンガの階統制に従えば, 227戒を守る比丘の下位におかれるサーマ

ネーラに過ぎないのであって,もしサーマネーラが,比丘を支配するとすれば,それは ｢仏教

的秩序｣ を否定することにほかならないからである｡ リタイ王がもし ｢仏教的秩序｣ の中で

｢王｣たろうとしたのであるならば,後世のモンクヅ ト親王 (のちのラーマ4世王)や ワチラ

Jtl-ナ親王のように, ｢~仏教的秩序｣の内部に働 く原理に従い,た とえば,サンガの苫長であ

る ｢サンカラー ト｣の地位に上っていたであろう｡ リタイ王の出家は, ｢世俗的秩序｣による

｢仏教的秩序｣の認証,ないし尊重の象徴的表現であって,かえって,還俗によってふたたび

俗界の王 となることによって,その意味が完結するのである｡ ｢仏教的秩序｣を包摂する ｢世

俗的秩序｣の支配者である国王は, この ときにこそ ｢教会を通 して｣よりよく人民を支配する

ことができるからである｡

いま,仏教 との開拓においてながめる時, 国王には, (1) ｢仏教的秩序の擁護者｣ とい う役

割 と, (2) ｢仏教的理想の世俗的秩序における顕現老｣ という二つの役割 とが期待 されている

といえよう｡順序を逆にして,(2)の役割から検討 してみよう｡

リタイ王の称号である ｢7-一 ･タンマラーチャー ｣ とは, い うまでもな く ｢偉大なる

(maha)法治王 (thammar豆ch豆くdhammar云ja)｣ であり,仏教的理念に基づいて統治を行

なう王 とい う意味である｡

仏教王の統治準則を示 したものは ｢王 として守るべき十の法｣ (タイ語 :ト′サビッ トラー

チャタム,メ- リ語 :dasavidhir豆jadhamma)と呼ばれ,これに従 うことが よき王の しるL

とされた｡(ⅠⅠⅠ′/′′2′′′26,Ⅴノ./右/15)ここにい う ｢十の法｣ とは, ｢ジャータカ｣385番に見えてお

り,｢施与｣,｢戒律｣,｢捨離｣,｢正直｣,｢柔和｣,｢修養｣,｢不限 ｣,｢不害｣,｢たえ忍ぶこと｣,

｢逆わぬこと｣がそれであるという｡42) 仏教王の統治の理想像は碑文の中にきわめて具体的な

41)Weber(1967),pp.259ff.:邦訳,p.58.

42)中村 (1959),p.136.
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形をもって示 されている｡ ｢ラ-マカム-ソグ王の御代に,スコータイは栄えた｡水の中には

魚が住み,水田には稲があった｡国主は道路に沿って牛をひいて商いをする者,馬に乗って売

りに行 く老たちから税金をとり立てなかった｡象を商いたい者は象を商い,馬を商いたい者は

馬を商い,金銀を商いたい者は金銀を商った｡庶民,貴族,王族のだれであっても,死んでい

な くなったならば,かれの祖先伝来の屋敷,衣服,象,家族,米倉,召使,祖先伝来のぴんろ

う樹やきんまの園は, ことごとくかれの子供たちに相続 される｡ 庶民,貴族,王族で争いがお

こったならば,正 しく審問を行ない,公平な裁決を下す｡ (王は)盗人や隠 とくする者に加担

することがない｡他人の米を見ても, これを喜ばず,他人の富を見ても, これに心動かされ る

ことがない｡なに人であれ,象に乗って来て,その領国を (ラーマカム-ソグ王の)庇護下に

お くことを願 う者があれば, これに助力を与えた｡かれがもし象を持たず,馬を持たず,男女

(の召使)を持たず,銀や金を持っていない時には, これ らをかれに与えた｡あたかも自身の

国にいるかのように これを助ける｡敵の隊長や兵卒を捕えた時にも,これを殺 さず, これを打

たない｡｣(I/1/18-31) 同様の理想は, リタイ王の碑文にも示 されている｡ ｢(この王は)王

として守るべき十の法に則って国を治める｡ 王はすべての臣民をいつ くしむ｡他人の米を見て

も, これを喜ばず,他人の富を見ても, これに心を動かされることがない｡父が死ねば, (そ

の財産は)子供に譲 り,兄が死ねば弟に これを譲 る｡ どのような悪を働 く者があろうとも, こ

れを死ぬまで打たせるようなことは決 してなかった｡そ して敵の隊長や兵卒を捕えた時には,

殺 した り打った りせず, かれ らが破滅に陥らないように これを養った｡ 邪心ある者, 無礼な

者,魚の中に-･-米の中に毒を入れて食べ させ,王を病気に して殺 してしまお うとする者を拭

えた としても,殺 した り打った りは決 してせず,王に悪心を抱 く者に対 しても数えきれぬほ ど

慈悲をかけた｡王が (このように)身心を抑制するのほ,ブッダとな り,生きとし生ける者を

ことごとくこの転生の苦 しみの彼岸へ と導 き渡す ことを願 うからである｡｣ (Ⅴ/1/14-33)

仏教王のもうひとつの役割,すなわち ｢仏教的秩序の擁護者｣ とは,言葉をかえていえば,

｢仏教的秩序の維持者｣であ り, これには,(a)保護 ･育成 とい う積極的な面 と,(b)統制

とい う消極的な面 とい う二面がある｡ 前者については,すでに述べてきたような,物心両面か

らのサンガに対する援助をあげることができる｡ そこで, ここでは統制的な側面を,い くつか

の角度から検討 してみたいo

しば しば引用 した第 1碑文には,｢サンカラー ト｣(sangkharえー<sangghar豆ja)(Ⅰ/2/29),

｢プ-クル-｣(ptikhrd,khrd<guru)(I/2/26,30)とい う語が見えている｡｢プ-クル-｣

は,今 日の ｢プラクルー ｣ に対応するものであろう｡ いずれも僧官の階級を示す称号であって

｢世俗的秩序｣における ｢バンダーサック (爵位)｣に対 して ｢サマナサック (僧位)｣ と呼ば

れる｡ 同じ第 1碑文には,また,｢マ--チ-ラ｣｢テ-ラ｣ (Ⅰ/2/27)とい う語 も見えている｡

これ らは法臓の長短を示す称号であって,それぞれ10回および25回の雨期の定住を経験 した長
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老であることを示 している｡｢サ ンカラー ト｣｢プークルー｣ と ｢テーラ｣｢マノ､-テーラ｣の違

いは,前者が国王に よって与えられ る ｢僧官｣の称号であって,いわば ｢世俗的秩序｣ と ｢仏

教的秩序｣.との接点に位置 しているのに対 し,後者は ｢仏教的秩序｣にのみ属 しているとい う

点にあるo ｢サマナサック｣の存在は,サンガの国王に対する従属の-指標であるといえよう｡

15世紀後半以降の集権化の進行 したアユタヤ王国の官吏は,｢サ クディナ- (位階田)｣,｢ヨッ

I (爵位を含む位階)｣ ｢ラーチャティンナナ-ム (欽賜名)｣, ｢タムネソグ (職位)｣の 4個の

指標に よって階統制の中に位置づけられた｡43) こうした ｢世俗的秩序｣の支配原理は若干の変

更を加えてサンガにも適用 され,その根本思想にまった く手を触れ られることな く今 日に至っ

ている｡ スコ-タイのサンガにおける, こうした階統制の発達の全体像を とらえることは史料

的制約のため困難であるが, しかもなお断片的史料によってさえ,俗権によるサンガの統制,

俗権に対す るサンガの従属の状況を うかが うことができる｡ た とえば,サ ンガの最高統轄者の

｢職位｣である ｢サ ンカバ 1)ナ-ヨック｣(sangkhaparin豆yok<sangghaparin豆yaka) とい

う語は1406年の第 9碑文に見え (IX′′′3/27)その僧位およびおそらく鉄腸名は ｢プラボロマク

ル- ･ティp-カディロク ･ティラタナ ･シ-ラコンクワナ ワ-シー ･タンマキッティ ･サン

カラーチャ- ･マ-ーサ ワ- ミ一 ･チャオ｣(IX/3/27-28)であった ことが知 られ る｡ こうし

た僧官は,国王に よってサンガ統治の権能を認証 され,その しるLとして僧位,欽賜名等が与

えられたのであったが, この第 9碑文は, こうした僧官における国王観ない し国家観を明確に

示 している史料 として注 目され る｡

この碑文は,アランヤワ-シ- (森林派)を統轄する僧官 (チャオカナ)であって,同時に

全サンガの最高責任者 (サンカパ リナ-ヨック)である前記の大長老が,-寺院の住持を指名

しようとした際に,二名の大長老か ら異議が申 し立てられ, これに対抗するために,国王の介

入を求め, この措置に よって希望 した人事を実現 したいきさつを回顧的に記 したものである｡

やや長いが,その該当部分を引用 したい｡

｢マ--タンマラ-チャー王は,おでまLになって, (マ--カンラヤ-ナ長老の)遺体を

御覧になった.葬儀が終了すると,祖父王マ--タンマラ-チャ-は,マ--カンラヤーナ大

長老 (が着用 していた ?)夫衣を-･･･わた しの肩の上に (おのせになった)｡ そ してわた しを

祝福 して こうおっしゃった｡現下 よ,末永 く宗師の教えを守 られ よ｡-- これ らのすべての寺

院を祝下にゆだね-･-･｣(ⅠⅩ/1/28-33)｢小暦 750年 (1388)陰暦 9月,パ トムウッタラ長老

が亡 くなると,わた しは この寺の管理をタンノ､ンカラ大長老にゆだねた｡ タン-ンカラ大長老

が死ぬ と,わた しは ウニ-サ-プ大長老に･･････そしてウニ-サーブ大長老が死ぬ と,モンコソ

ウィラーサ大長老に,それぞれ この寺の管理をゆだねたのであった｡ ところがその時,サー リ

43)Wales(1965),pp.35ff.
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ブック大長老 とブ ックワンサ大長老は, (この指名に)異議を申し立てたので ここに大争論が

おこったのである｡孫王マ-タンマラーチャ-ティラー ト,シ-タンマラ- ト太后,プープラ

ヤ-,ナ-イ ･ス ワンプラ-チヤヤ-,メ- ･タンマ トライp-クをはじめ とする学者たち,

クソ ･スコンクロッ ト･ラ-チャモソ ト1)-,ナ-イ ･ペ-ニー ･パムーヤラ-チャサー トら

顧問官,サンガからほカ-マワ-シー (都市派)を代表 して,サンカラ- ト･ヤ-ナルチ-大

長老を上首 とし, トライピ ドク大長老,プッタワンサ長老,マ-ーアー リボン長老,バー ･ヤ

-ソコンティク,メ- ･スワンテ-プ,メ- ･ラ-フソ,メ- ･ヤ-ソウィラー トら, プラル

-プ (派 ?)からほ,タマラシ-大長老,スポーク-ナンタ大長老はかもろもろの ビクたち,

アランヤ ワ-シ- (森林派)からほ,スモンコソ大長老,ケ-マモソコソ大長老,タンマコ-

サ大長老,ヤ-ナカソビラ大長老,サマンテ-プ大長老,ブックウィサ-ラ大長老,ス リヤー

大長老,ラ-マランシ-大長老,タンマセ-ナ-ボディ大長老,プラヤ-ティカ大長老,スパ

ンナサヤーマ大長老,ヤーナウイサーラ大長老,アーナンタ大長老,アッカヤーナ大長老,メ

ンマキッティ長老 らもろもろのビク衆が相集い,チャレ一 ･チャーにある布薩堂を埋めた｡か

くしてかの二長老のひき起 こした争論を鎮めたのである｡

小暦 768年成年 (1406), 陰暦 1月黒分10日, 日曜 日の初更, マ--タンマラ-チャーテイ

ラー トがタレーチャーソにある堂字に出御 し給 うた時の詔 :予は,プラボロマクルー ･ティロ

-カティロク ･ティラタナ ･シ′-ラコソクワナ-ワシ- ･タンマキッティ ･サンカラ-チャー

･マ--サ ワー ミ一 ･チャオを, サンカバ 1)ナーヨックに任命 し, 全権を与 う｡ 何人た りと

ち, アランヤ ワ-シ-に 属 しながら, 仏法に違 うことある時は ボロマクル-は専断を下すべ

く,ボロマクル-の行なういかなる決定 も予に異存はない｡その後で,わた しと衆僧は,国王

マ-ータンマラ-チャ-ティラー Tt,シ-ラ- トマーダ-太后,プ-クル-らとともに,カソ

ラヤ-ナ ･ワナ-ワ- ト寺の管理の全権をモソコソウィラ- ト大長老にゆだね ることを (確認

した｡)｣(ⅠⅩ/3/1-32)

われわれは,第 9碑文の この記載によって,スコ-タイのサソガが,内部の紛争を解決する

ために,あえて国王の権力を利用 しで匝しまなかった ことを知るのであり, ｢仏教的秩序｣が

｢世俗的秩序｣に包摂 され,その寛容に よって支えられている事例を見るのである｡ ｢もし,

訓戒することがその力に余 るほどの多 くの悪 しきビクがあるならば,相誘って国王陛下にその

旨奏上すれば,王土の守護者である陛下は,仏法の護持に心を くだ く大長老たちに対 し助力を

与える｣ とい う ｢古来の慣行｣は44),スコータイにおいて大寺派が受容され, ｢国家仏教｣ と

なった時以来成立を見たもの と考えられ る｡

サ ンガに関する官職 としてほ,上述の僧官のほか,俗官が任命 されていた ことが第49碑文に

44)石井 (1970),pp.456ff.
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よって明 らかで あるO この俗官は ｢サ ンカカー リ-｣(sangkhak云ri) といい,その長は ｢ナ

-イ ･サ ンカカ- 1)-｣(n豆isangkhak豆ri)と呼ばれた｡ ｢サ ンカカー リ-｣の任務 は,｢国

王 とサ ンガ との連絡役｣で あったC45'同碑文 に よれば,1412年 ス コータイのナ-イ ･インソ-

ラサ ック某 が,その所有地 をサ ンガに施入 し,そ こに僧房 を建 てたい として勅許 を仰いだ時,

国王はナーイ ･サ ンカカー リーに命 じてその請願 を処理 せ しめてい る｡ (ILIX/0,/1-14)

俗権 に よるサ ンガの統制 としてほ,以上 のほか,いわゆ る ｢私産｣ を防止す るための ｢ウパ

チ ャー｣(親教 師) の官許制 , 破戒僧 のサ ンガよ りの追放 を含む僧 の処罰 な どが あるが, 本稿

では刻文 に現われた もののみに限定 した｡ また,ノミラモ ン教,精霊崇拝 な どの他 の信仰体系 と

国王 との関係については,他 の機会に論 じたい と思 う｡
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1′･ CoedとS,G.1924.RecueL'ldesinscrz't,fz'OnsduSzpam,Prcmz'～rcpa7･tZ'C:777SCriptionsdl,LtlztkJZodaJ･a,

Bangkok.(前記と合本)
.=ゴ くタ

1′′.nTMM ln7.1957.山 叩 丹田｢可｢すnm F宗 1.う｢汀∩掴 ミ扉 ,i.Bangkok.

以上の3桐には,第 1碑文から第15碑文までが収録されている｡ 1′′には,その後3に収められること

となった若干のものが,暫定的な整理番号を付されて収められているので利用の際には注意を要する｡

2･ 机 帥 Tr可17日 日加 Lrm鵬 . 1929.qJTニ笹 声31勺1m +"Jr別 ㌻1円買2可rmr･L.澤l∵∵ ニケ.｡L･己m J J ,

.. _;i
Li田としhm M ごLYl所71mTJL両 津 冒弓すむ, Bangkok･

2′. coedbs,G.1929.RecueL'ldosinsc7･ipfl'onsdlLLS'_,'anl.Dcuxi占me♪a7･tZ-C:blSCriptionJdcJDLILiraZ)ati

deCrivijayaetdeLauo,Bangkok.(前記と合本)
r __._( __ _一 ..,ヽ. _ Li 勺 ･ - ･ 丁 ･ ､

2′′.行｢百円Tl可17日 臼87¶ Lrm醐 ･1961. qJチエ笹 拍1rL言∩ m Wq 2 -,rTn m r,;二結 上亨-,つむ =.ごしノ｡叫 ∴･､.Rf88崩2

LLm M山 ,Bangkok.

2′′′. coedとS,G.1961.Rectteildesinsc77lz,h'onduSZlam.Deuxiimepartz-eIhlSCripfionsdeDL,d7JaL'atl-,

deCrivijayaetdeLaL,0,Bangkok.(前記と合本)

以上いずれも第16刻文から第29刻文までを収録O利用には新解釈をおさめた1961年改訂版のほ うがよい｡
Aくゝ r' くf 亡f q こ' --1

3.. p‥;‥ 1,､ .I.I.I:Lil.lYL･ .-∴ 二,-:.. ‥ . lI･･･､∴ ･二･::..､･ l .･, ,･､ .. ･･ ∴ tL: ､ ･ :･･･

mR阿ごつum niqMLm 句訂-朋 :,う朋 enLLF.ニ ;T rlm18oJqLヨqJT:Lmnm ｢ ,Bangkok.
r) ■:I

第30刻文から第84碑文までを含むC
- 勺 r' I ･ゴ ーゴd ･r .∃

4. Rm=nTT刈nlT可州 州はnF117鵬 ごつyl戸…1否m q∴ 1970l qJTニ¶M 罰1う1TnI11Pp宗i QJすごL二Ll r盲nmJ･い ." -… 脈i

m R阿言 u℡句nL石u LM石句訂1仰 t/qLmE∩ LL罰と㌻｢,Tn罰｢eoJE1㍍ 二川戸.1mJl.Bangkok.

第85碑文から第 130刻文までのほか,あらたに解読された第40碑文の第 2両をおさめている ｡

45)Griswold&Prasert(1968),p.236n.
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Ⅱ.欧文文献 :

Bode,M.H.1966.ThePallliteratureofBurma.London.

Coedes,G.1921.`̀TheoriginsoftheSukhodayadynasty,"JSS,Vol.XIV,pt･1･

Bangkok.

C7,ivlJayaetdeLavo.Bangkok･

邦訳 :辛島 ･内田 ･桜井訳,ジョルジュ ･セデス 『イン ドシナ文明史』東京,1969.

----- .1964.Lesitatshindouis占sd'zndochineetd'zndonGsie.Paris.

Griswold,A.B.& PrasertnaNagara.1968.̀ Àdeclarationofindependenceanditsconsequences;
Epigraphicandhistorical studies,No.i,"JSS,Vol.56,pt.2.

Jayawickrama,N.A.1968.Thesheafofgarlandsoftheepochsoftheconquerorbeingatranslation
ofJinakalamali♪akaranaAl.London.

Leach,E.R.(ed.)1968.Dialecticin♪ractl-calreligion.Cambridge.

LeBar,F.,Hickey,C.C.& Musgrave,J.K.1964.Ethnicgroupsof'mainlandSoutheastAsia.New
Haven.

LeMay,R.1962.A concisehistoryofBuddhistartinSiam.RutJand& Tokyo.

Taw SeinKo.1925.TheKalyaniinscriptionserectedbyKingDhammacetiatPeguin1476A.D.,
Bangkok.

Wales,H.G.Quaritch.1965.AncientSiamesegovernmentandadministration.New York.

Weber,M.1967.ThereligionofIndia,New York.

邦訳 :池田 ･山折 ･日限訳,マックス ･ウエーバー 『アジア宗教の基本的性格』東京,1970.

Wolters,W.0.1966."A westernteacherandthehistoryofearlyAyudhya," Thesocialscience

revieu),specialissue.

Ⅲ.タイ語文献 :
■=ゴ

Damrong(1926)･紬 Lnd可nm m と臼1m.17871¶｢甲 1yL R.1ulum と甲 ほし叩 ,Bangkok,n･d･

prasert(1966)･ 出 揃 3 孤 m ,"nl痛 言吉山ご荊 1日附宙1滴 "1Ⅵ紬 附諦 -m 言繭 諭 揃 L細 石0.mm

1

2509(1966)

Tri(1954). 円冒 旬… 叩 ,諭 臼諭 繭 恥 Bangkokl

1

Tri(1960)･ 円冒 6… 門 田, … 脚 何言関 川 言｢｡"u n諭 - 丁絹 門 的 1巧,Bangkok.

Tri(1962)･ 例言 旬- 叩 ,"山 と崩附示諭 ミ前 "1℃ かmTTm Mvm 1㌦71m流 血誼 前 M .2505･,I ~ ■

Bangkok.

Ⅳ.邦文文献 :

早島鏡正 1968 ｢上座部仏教の性格-セイロン仏教を中心として-｣ 山本達郎編 『東南アジアの宗教と政

治』 東京.

生野善応 1968 ｢ビルマの仏教｣ 山本前掲書所収

石井米堆 1970 ｢国家と宗教にかんする一考察｣ 『東南アジア研究』 7巻4号.

岩田慶治 1971 『東南アジアの少数民族』 東京.

中村 元 1959 『宗教と社会倫理』 東京.

杉本置治郎 1959 ｢遅国と中国との交渉｣『南方史研究』 Ⅰ.

本稿を執筆するについて,佐 木々教悟 :｢タイ族の仏教受容について-イン ド文化圏における仏教の弘

通-｣ 『仏教史学』第7巻第 2号から多くの示唆をうけた｡
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